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今月の Twitter 2016年 11 月（抜粋） 

 

今月の「つぶやき」を抜粋で集めました。 

 

【10月 30日】 

「完璧に勝つよりも、一手違いで勝つことに意味がある」 

 

【11月 1日】 

僧侶が答える”インターネット悩み相談”。1万人以上が質問待ちの状態だそうです。 

ユニークな回答をいただけるので「有り難い」。 

 

【11月 2日】 

保育施設等設置運営事業予定者の選定を行いました。 

書類と面接で、さまざまな観点から検討を実施。保育所の立地条件も意外と議論になりま

す。 

 

【11月 3日】 

「保守したければ革新せよ」 

 

【11月 4日】 

ブログを更新しました。毎年度、別表 Hを作成しなくてもよくなる？  

『公益法人定期提出書類 別表 H』  

http://ameblo.jp/matsui-jicpa/entry-12215513651.html 

 

【11月 5日】 

「斬新なアイデアは、評価されないものの中にある」 

 

【11月 8日】 

社会福祉法人の皆様、今後、改正社会福祉法への対応のために運営環境が大きく変わりま

す。お困り事が生じたらご連絡ください。 

監査のご相談もお受けします。 
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【11月 11日】 

保育施設等設置運営事業予定者の選定を行いました。 

認可外保育と小規模保育を併設した施設で運営する際には、両者をしっかりと区別しなけれ

ばなりません。どちらもそれぞれにニーズがあります。 

 

【11月 12日】 

津島神社では菊花展。見事な菊がたくさん飾ってありました。 

今日は、北小学校 6年梅組のクラス会です。 

 

 

 

 

 

【11月 13日】 

ふれあい子どもまつり。PTAが地域と一緒になって運営します。 

餅つき、ぜんざい、ぞうに、焼きいも、喫茶、うどん、飲料、諸ゲーム。お手伝いという立場で

気楽に参加しました。大盛況。 

 

【11月 14日】 

ブログを更新しました。空き家の譲渡所得に対して 3,000 万円が控除されます。 

 『平成 28年度税制改正の主な内容』  

http://ameblo.jp/matsui-jicpa/entry-12219286456.html 

 

【11月 16日】 

社会福祉法人への指導監査。昨日は保育所へお伺いしました。 

関連当事者との取引に関する注記は「該当なし」と記載されていましたが・・・。 
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【11月 17日】 

「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募。 

【公募期間】平成 28年 11月 14日(月)～平成 29年 1月 17日(火)  

詳細は中小企業庁 HPから。  

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/161114mono.htm 

 

【11月 18日】 

『改訂増補 実務に役立つ 社会福祉法人の会計基準 Q&A』（清文社）  

おかげさまで amazonでは新品在庫はなくなったようです。 

私の手元にはまだ残っていまので、購入ご希望の方はご連絡ください。 

 

【11月 19日】 

「何事にも熱中できる人は、人を惹きつける」 

 

【11月 23日】 

津島神社では新嘗祭。駐車場の車が多いと思ったら、七五三参りの家族で本殿は一杯でし

た。みたらしが飛ぶように売れています。 

 

【11月 24日】 

介護職員の平均給与アップ。厚労省は、2017年 4月から処遇改善手当が月額 1万円相当上

がるように介護報酬を加算します。 

介護職員の離職予防対策。 
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